
 

「新たな道路・交通ネットワークをいかしたまちづくり支援事業」実施地区（詳細） 

 

〇町田市 

対象地区名：町田駅周辺地区 

事 業 概 要：都市計画道路町田３・３・36号の整備に合わせて、拠点間の連携を促進するため、ビ

ッグデータを活用し、再開発を踏まえた効果的なデッキの在り方を検討するとともに、

イノベーション創出に資する機能や新たな働き方・暮らし方にも対応した交通ターミ

ナルの集約化を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この地図は、国土地理院長の承認（平 24 関公第 269 号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ＝1:2,500 ）を使用 （６都市基交第 1059 号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。」 

 

〇町田市 

対象地区名：町田木曽山崎団地地区 

事 業 概 要：都市計画道路町田３・３・36 号の整備に合わせて、木曽山崎団地地区において商業 

等によるにぎわいの創出、テレワーク等の新たな働き方や DX による新たな生活様式に 

対応した住環境の整備や新たな交通ネットワークを活用した公共交通の再編等による 

まちづくりを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この地図は、国土地理院長の承認（平 24 関公第 269 号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ＝1:2,500 ）を使用 （６都市基交第 1059 号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。」 



 

 

〇東村山市 

対象地区名：東村山駅周辺まちづくり基本構想地区 

事 業 概 要：連続立体交差事業で生まれる高架下空間や駅前広場など駅周辺において、都市機能や

公共・公益を含む様々な機能の集積や、サテライトオフィスやコワーキングスペース

等の新しい働き方に対応した空間及び官民連携による賑わいの創出を促進すると共

に、駅周辺におけるエリアデザイン指針を策定し、エリアの一体感や東村山らしさが

感じられるまちづくりを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この地図は、国土地理院長の承認（平 24 関公第 269 号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ＝1:2,500 ）を使用 （６都市基交第 1059 号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。」 

 

〇東村山市 

対象地区名：久米川駅周辺地区 

事 業 概 要：久米川第１号踏切道拡幅の事業と連携して、駅前広場の再整備計画を検討するにあた 

って、歩行者の安全性を高め、回遊性を向上させ、地域経済を活性化させることを通 

じて周辺事業者のイノベーションの促進を図っており、南口駅前広場の再整備等によ 

り、産業振興、起業・創業を支える商業・業務等の機能の集積に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この地図は、国土地理院長の承認（平 24 関公第 269 号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ＝1:2,500 ）を使用 （６都市基交第 1059 号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。」 




